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別紙１） 

管理運営状況 評価シート【令和７年度】 

（評価日 令和８年６月30日） 

１ 施設の概要 

施設名 岩手県立御所湖広域公園 

所在地 

電話・FAX 

HP・電子ﾒｰﾙ 

盛岡市繋並びに岩手郡雫石町御明神、繋及び西安庭 

電話 019-692-4855  FAX 019-692-4870 

ホームページ http://www.koiwai.co.jp/shiteikanri/gosyo_park/ 

電子メール gosyo.park@gmail.com 

設置根拠 都市公園法、県立都市公園条例 

設置目的 

（設置：昭和58年４月１日） 

雫石川に建設された北上川水系五大ダムの一つである御所ダムの周辺環境整備と多様な 

レクリエーション需要に対応するものである。 

施設概要 

敷地面積、建物面積、主な施設、利用定員等 

さくら園 3.9ｈａ（散策路、ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ、四阿、曲り家、トイレ等） 

御所大橋運動場 6.8ｈａ（管理棟、野球場、テニスコート、多目的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ、駐車場等） 

塩ケ森水辺園地 1.8ｈａ（休憩舎、藤棚、トイレ、駐車場等） 

尾入野湿生植物園 5.0ｈａ（散策路、四阿、観覧所、駐車場等） 

繋大橋南園地 1.6ｈａ（駐車場、屋外便所、四阿、園路等） 

繋大橋北園地 3.8ｈａ（歩道、駐車場、四阿、遊歩道等） 

ファミリーランド 12.1ｈａ（駐車場、芝生園地、大型遊具、ﾊﾟﾀｰｺﾞﾙﾌ場、お花畑、噴水池等） 

中心地区 5.3ｈａ（休憩所、展望台、遊歩道、駐車場等） 

御所大橋北園地 2.1ｈａ（トイレ、遊歩道、駐車場等） 

町場地区園地 11.5ｈａ（駐車場、センターハウス、炊事棟、休憩所、大型遊具、花畑など） 

矢櫃地区水辺園地 2.2ｈａ（散策路、四阿、駐車場等） 

        合計 約96.9ｈａ（供用面積） 

施設所管課 
岩手県県土整備部都市計画課 

電話019-629-5887（直通）、メールアドレス AG0007@pref.iwate.jp 

 

２ 指定管理者 

指定管理者名 KOIWAI・F(小岩井農牧㈱と㈲フォレストサービスの共同事業体) 

指定期間 令和 5年 4月 1日～令和 10年 3月 31日（ 5年間） 

連絡先 電話 019-692-3148  FAX 019-692-3159 

 

３ 指定管理者が行う業務等 

業務内容 

（主なもの） 

御所湖広域公園の各施設、植栽、有料公園施設を管理し、その利用者に情報提供、指導、行為

の許可等を行う。 

職員配置、管理

体制 

 

１０名（常勤換算8名） 

（令和7年11月30日現在） 

組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内訳） 

正職員５名、非常勤・パート職

員５名 

 

県立御所湖広域公園指定管理者実施体制組織図 

KOIWAI・F 

管理事務所      

（乗り物広場内） 

運営委員会 

利用促進企画 
地域連携 
アンケート調査等 

庶務担当 
（利用管理等） 

（有料公園施設） 

巡回・指導 

日常点検 

業務担当 
（施設管理等） 

（清   掃） 

経理主務 

副所長 
ファミリー 

ランド 

町場地区園地 

植生・植栽管理担当 

所長 
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利用料金 

野球場：一般600円／時・面 学生300円／時・面 

テニスコート：一般400円／時・面 学生200円／時・面 

レクリエーション広場：一般400円／３時間 小中学生200円／３時間 

開館時間 ９：００～１７：００ 休館日 
休園期間：12月1日～3月31日 

供用期間（4月1日～11月30日）無休 

 

４ 施設の利用状況    （単位：人） 

（利用者数、 

稼働率等） 

前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 期間平均 

第１四半期 34,277 28,513 36,809 26,793   30,705 

ファミリーラ

ンド、町場地

区園地の合計

利用者数 

第２四半期 26,342 18,332 21,791 29,035   23,053 

第３四半期 11,308 9,609 12,698 8,679   10,329 

第４四半期 － － － －   － 

年間計（実績） 71,927 56,454 71,298 64,507   64,086 

年間計（計画）  76,700 76,900 77,400   77,000 

野球場（時間） 168 154 146 157   152 

 
テニスコート(時間） 1,670 1,725 1,859 1,677   1,754 

レクリエーション広場

（人） 
2,452 2,293 2,710 1,843   2,282 

 

５ 収支の状況     （単位：千円） 

区  分 
前期間 

平 均 

指定管理期間 
備考 

R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 期間平均 

収

入 

利用料金収入 1,248 1,323 1,489 1,213   1,342  

県委託料 69,309 67,365 69,457 71,014   69,279  

自主事業収入 0 0 0 0   0  

自動販売機手数料 440 429 461 474   455 ２台追加 

小計 70,998 69,117 71,407 72,701   71,075  

支

出 

人件費 12,599 13,437 12,385 12,324   12,715  

維持管理費 56,025 54,766 55,530 56,964   55,753  

事業費 0 0 0 0   0  

自主事業費 0 0 0 0   0  

小計 68,623 68,203 67,915 71,668   69,262  

収支差額 2,375 914 3,492 1,033   1,813  

 

６ 利用者の意見等への対応状況 

(1) 利用者意見（満足度等）の把握方法 

把握方法 

１．アンケートBOX設置（手つなぎ広場、わんぱく広

場、野菊公園、さくら園曲り家、矢櫃地区水辺園地、

ファミリーランド、町場地区園地、乗り物広場、） 

２．野球場・テニスコート利用者へのアンケート                                                                                 

３．さくら園曲り家に自由記入「雑記帳」を設置 

４．小学校対象自然観察会参加者からの感想文 

５．公園管理日誌・メールなど 

実施 

主体 
指定管理者 
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(2) 利用者からの苦情・要望 

受付件数 苦情 25件、要望 22件、肯定意見 20件 その他7件 合計74件 

主な苦情、要望等 対応状況 

1. 運動場のトイレに汚物入れがなく不便です。（4/9

口頭 町場地区園地事務室へ） 

4/11取り急ぎ使用頻度の低い職員トイレより移設。 

4/16本設置。 

2. 冬期間も冬鳥観察など、見に来る良さがあるので

頻繁に訪れているが、トイレが全て利用出来ないのは

大変不便です。せめて「手つなぎ広場」と「野菊公園」

の２箇所だけでも通年利用をご配慮頂けましたら幸

いです。（5/10  WEB アンケート）                             

冬期間のトイレは凍結の恐れがあることと、閉園期間であり利用

頻度が少ないこともあり管理が難しい。H29年までは、白鳥の飛来地

であった御所大橋北園地のトイレのみ冬期間も供用していたが、厳

冬期には凍結し解凍や清掃等に苦労していた。 

 

3. 身障者用のトイレのカギが故障しています。カギ

をかけても扉を何回か開けようとすると、開いてしま

います。修理をお願いします。ストーマ※なので、い

つも身障者用を利用しています。よろしくお願いしま

す。※（人工肛門・人工膀胱）(7/31南園地アンケート)  

7/3現地を確認し業者に修理依頼。修理までの間は使用禁止としドア

に掲示した。あわせて最寄りのオストメイト設置トイレ（さくら園ト

イレと除Ｂトイレ）の案内図も掲示した。 

8/25修理が終了し供用再開。 

 

4. ジャブジャブ池の水が汚い。（同様 １） 

シャワー室があればよいか（夏の時期だけでも）。 

 （7/26、8/10ファミリーランドアンケート） 

定期的に水を抜き高圧洗浄機を用い清掃(３日間供用停止となる)

をしているが、老朽化した設備でもあり根本的な改善は困難であ

る。水の入れ替え（清掃省き供用停止無し）も組み込み実施しでき

るだけきれいに保つようにしている。 

5. コート整備のブラシが２本さびているので、整備

が終わった後手がサビだらけになってしまいます。

（8/30運動場アンケート、9/7回収） 

9/7現地確認。 

9/13柄を交換し設置。 

 

6. 塩ヶ森水辺園地駐車場の湖側の桜の木が枝落ちの

可能性があるので処理してほしい。 

(9/9夕方 電話) 

  

9/9確認（枯れた折れ枝が引っ掛かっていた）。注意表示設置。 

9/10折れ枝及び枯れ枝処理。注意表示撤去。 

なお、同様に落枝についてのアンケート記載が数件あり、緊急度の応

じ随時対応している。 

7.乗り物広場の変わり種自転車広場の受付で、３人乗

り自転車（タンデム型）に大人一人で乗りたいと言っ

たが受付してもらえず、券の払い戻しもしてもらえな

かった。（9/15口頭）  

 

３人乗りだが、前サドルの方はハンドル操作のみ、中サドル、後サ

ドルの方はペダルのみの構造であり、１人で乗る場合はハンドルが

遠く乗り難いということを受付では説明したが理解されず苦情とな

った。説明をし直し、それでも良いということだったので乗っていた

だいた。受付職員の説明の仕方に工夫が必要であった。 

8. 運動場のどこかにテニスの壁打ち（無料）を作っ

てほしい。（10/18運動場アンケート）  

同運動場内多目的グラウンドの有効活用の一案として県に提案し

た。 

9. （ファミリーランド管理棟）受付に人がいない。 

改善してほしい。（11/4 ファミリーランドアンケー

ト）  

平日は来園者が少ないため、職員は一人であり、「作業中：公園管

理事務所電話番号」の表示を掲げ園内整備作業を行っていた。表示を

わかりやすくすること、受付希望を職員に知らせる方法を検討中。 

その他利用者からの積極的な評価等 

・「はじめて来ました、こんな良いところがあるとは知らなかったです。時々来てみようと思います。説明も興味深くたのし

かったです」｢自然を感じながら草花等について様々なことを知ることができとても良い時間でした｣(4/19 尾入野湿生植物

園 早春の花自然観察会アンケート)  ｢いつもの虫探しでは見ることのできない虫をたくさん見ることができ息子が楽しそうで

良かった。先生の解説がわかりやすく子どもに寄り添った話し方でよかった」（6/14 尾入野湿生植物園 虫の観察会アンケー

ト）「夏休みの工作にちょうど良かったですありがとうございます」(8/16クラフト体験 木で船を作って遊ぼうアンケート) 

・「とてもきれいに整備されており気持ちがいいです。子供が小さい時に家族で来たのを思い出し寄ってみました。また、来

てみたいです。もっと利用者が増えてほしいすてきなおすすめの公園です、遊具も楽しい」「初めて来ました。盛岡近郊にこ

んなに自然にふれあいが出来て、短時間でも充実できる環境を作って下さりありがとうございます」（ファミリーランドアンケー

ト） 

・(町場地区園地)休憩室の木のひろばを子供が楽しく遊んでいました。また利用したいと思いました（7/27 WEB アンケート） 

・(乗り物広場、ファミリーランド)綺麗に整備されて使いやすく楽しい時間を過ごすことができました。(8/16 WEB アンケー

ト) 

・「生まれ育った家と同じでなつかしく見学しました。今でも実家の倉にある糸車、とうみと同じです。認知症の始まった母

が生き生きと見回っています。母79才娘58才」（曲り家雑記帳） 
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７ 業務点検・評価（※） 

(1) 業務の履行状況 

項 目 事業計画、県が求める水準 
実績（指定管理者の自己評

価） 

評価 

指標 

運営業務 利用者の平等な利用の確保を図るとともに、

公園の設置目的を効果的かつ効率的に達成で

きるよう、指定管理者が提出した指定申請書

を基本として作成する管理運営業務計画書に

基づき、適正に管理する。 【協定 第４

条】 

 

 

行為許可申請、有料公園施

設の使用許可等の際には、利

用者の平等な利用の確保を念

頭において許可を行った。 

 公園巡視の際も平等な利用

がなされるよう、提出した指

定申請書に則った指導を行っ

た。 

Ａ 

（関係機関との連携等） 

管理運営業務の遂行に当たっては、近隣住民

や関係機関等との協力・連携に努めるととも

に、良好な関係を維持しなければならない。

【協定 第10条】 

 

御所湖に関わる団体や個人

からなる「御所湖広域公園協

力会」を中心に、情報交換や連

携したイベント企画、情報発

信による地域の観光推進や広

域公園周辺の活性化に相互に

尽力した。 

Ａ 

施設の利用状況 ① 令和７年度に於けるファミリーランド及

び町場地区園地の利用者数                 

・ファミリーランドR2～R6平均32,425人  

→Ｒ7年度目標42,500人  

・町場地区園地  R2～R6平均34,084人  

→Ｒ7年度目標34,900人                 

②重点地域の駐車場利用台数４月～11月  

・さくら園     R9目標  550台 

・尾入野湿生植物園 R9目標1,200台 

・繋大橋北園地   R9目標  320台 

① 利用者数 

・ファミリーランド 

35,475人（目標の83.5%） 

・町場地区園地 

29,032人（目標の83.2%）。 

 

② 駐車場利用台数 

・さくら園     598台 

・尾入野湿生植物園1,137台 

・繋大橋北園地   210台 

 

Ｂ 

毎月の業務の状況について、指定する様式に

より有料公園施設利用台帳及び行為許可記録

簿の写しを添えて盛岡広域振興局に提出す

る。【仕様 第26】 

公園の管理状況について、

翌月の 10 日までに記録簿等

の必要書類を添えて報告し

た。 

Ａ 

 

事業の実施状況 有料公園施設の使用許可等を行うに当たって

は、県立都市公園条例及び行政手続条例を遵守

する。 

【仕様 第18】 

有料施設の使用許可等に当

たっては、県立都市公園条例

及び行政手続条例に則り、期

初に作成した「有料公園施設

利用許可、行為許可事務処理

要領」のとおり業務を遂行し

た。 

Ａ 

【R7目標値】※R7管理運営業務計画書 

1.Sight「自然の景観と公園の調和」：景観の維

持・改善 

①沿道、園地からの湖水面の眺望確保。 

②花畑・花壇の安定的開花を目指すための土壌

改良継続。 

③特定外来植物の情報収集と啓蒙。関係機関と

の連携。 

①令和６年度に県で実施した

支障木伐採により眺望は改善

された。今年度も眺望確保の

ため園地境界の下刈りを実施

（クマ対策も兼ねて）。 

さらに、景観維持・眺望確

保のため管理作業を継続する

とともに、県への支障木伐採

提案等を継続して実施した。 

②町場地区園地及びファミリ

ーランドでは、花畑・花壇の安

定開花を実現するために土壌

Ａ 
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改良を継続して実施した。 

③特定外来植物については、

公園巡回時などに確認すると

ともに、御所湖の清流を守る

会や公園協力会などで情報収

集を行った。 

オオハンゴンソウとアレチ

ウリの除去作業を継続して実

施した。 

2.Safety「安全・安心」：安全性の改善 

①感染症予防を実施し、お客様に安心して施設

を利用していただく。 

②見通しの悪い林内を明るくし、女性１人でも

不安を持たせず、安心して散策で、クマ、イノ

シシ等との遭遇を避けるため、林縁木、笹藪等

の見通し改善、伐採強化。 

③各園地に防犯カメラを設置して、不法投棄、

クマ、イノシシ等の侵入監視、犯罪抑止。 

①感染症予防のため、各所で

の手指消毒を継続して実施し

た。 

②見通し改善のために、雫石

川園地、尾入野湿生植物園、

除き地区などでヨシなどの刈

り取りを行い、乗り物広場で

は大木の下枝を剪定した。 

イノシシ侵入防止のため

に、乗り物広場外柵の下にイ

ノシシ侵入防止ネットを新た

に567ｍ設置した。 

③防犯カメラの設置に加え、

各園地の掲示板等に「防犯カ

メラ監視中」のステッカーを

貼り犯罪抑止に努めた。 

防犯カメラの抑止効果もあ

り、大規模な不法投棄は無か

った。 

Ａ 

3.Side「側に、脇に、近くに」：地域連携、コミ

ュニケーション 

①地域住民と利用者とのコミュニケーション

の場を提供。（さくら園曲り家の有効利用、産直

など） 

御所湖広域公園協力会を開

催し、県、盛岡市、雫石町や周

辺施設とコミュニケーション

をとり、地域の意見を公園の

運営に反映させた。 

歴史探訪会を５年ぶりに開

催し、地元「滴石史談会」の丸

山さんを講師に迎え乗り物広

場内にかつて敷かれていた森

林鉄道の軌跡を辿った。 

 さくら園曲り家の厩部を、

公園案内所として継続して利

用した。 

また、産直販売や布ぎゃら

りーなどのイベントを開催

し、利用者とのコミュニケー

ションの場として活用した。 

Ａ 

4.Scene「場、風景」：利用形態と広報、案内の

強化 

①親から子へそして孫へ、世代を超えてその魅

力が引き継がれる公園。 

②さくら園曲り家の屋根が葺き替えられ、リニ

ューアルされた曲り家の有効活用（産直、公園

案内機能充実）。 

① 主 に Ｘ や Instagram 、

threads（Instagramのショー

トメッセージサービス）で、の

べ 237 回、園内の花や風景、

イベントなどの情報発信を行

った。 

また、毎月、御所湖の周辺施

設を回って、御所湖随想や公

園パンフレットを渡しなが

Ａ 
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ら、情報収集や利用者とのコ

ミュニケーションに努めた。 

マスコミ関係の取材は、花

の開花状況に関するものが多

かった。 

②昨年に引き続き、さくら園

曲り家に公園案内所を設置

し、公園の情報をメインに周

辺施設のパンフレットやイベ

ント情報などを利用者へ提供

した。 

5.Satisfaction「利用・活用満足」 

①散歩、ウオーキング、ジョギング、サイクリ

ング等の「健康増進活動をはじめ、写真、絵画、

ラジコン、釣り、ウインドサーフィンなど色々

な趣味場としてや、史跡、動植物の観察など学

習できる場として利活用する。そして、盛岡つ

なぎ温泉、しずくいし観光協会等との連携を強

化し、周辺団体や宿泊施設、学校等と「御所湖

広域公園協力会」等を通じて、地域連携を進め

ていきます。 

さらに、自然林を利活用した木製品の作出体

験、林業体験等を通じ、公園利用客に満足を与

えます。 

公園のイベントとして、自

然観察会、木工クラフト体験

などを16回実施した。 

特に木工クラフト体験で

は、バードコールやバードフ

ィーダー、パラシュート、木の

船、凧のクラフト体験を通じ

た木製品とのふれあいが参加

者に好評であった。 

わんぱく広場のラジコンコ

ースでは、年に４回もラジコ

ンの大会が開催された。 

町場地区園地の休憩室に今

年度設置した「木のひろば」

は、多くの利用があり休憩室

利用者数の増加につながっ

た。 

Ａ 

施設の維持管理

状況 

公園施設及び県が貸与した備品を、適正かつ良

好な状態で管理する。 

【仕様 第10】 

備品については、年３回、

台帳と現物の確認調査を実施

し、結果を記録している。 

草刈機、除雪機などの作業

機械は、オイル交換等を適時

実施し、故障があった場合は

修理し、良好な状態を維持し

ている。 

Ａ 

供用期間中毎日公園を巡視し、公園施設点検簿

により公園施設を点検する。 

【仕様 第11】 

供用期間中はもちろんのこ

と、供用期間外においても、公

園施設点検簿に準じて巡回・

点検を実施し、公園巡回点検

日誌に異常の有無を記録して

いる。 

Ａ 

施設の異常を発見したときは、速やかに使用停

止又は応急措置を行う。 

【仕様 第11】 

施設の定期点検や御所ダム

主催による安全点検で指摘さ

れた項目について、軽微なも

のは即時に対応し、その他の

ものは見積をとり修繕を実施

した。 

遊具関係は、毎朝目視点検

を行った。 

施設巡回時に落枝や危険木

などを発見した場合は即時に

対応して危険の除去に努め

た。 

Ａ 
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また、遊歩道では木道の板

の損壊などを発見した時に

は、立ち入り禁止措置をし、速

やかに修繕作業を実施した。 

事後保全に係る施設補修として、施設修繕内訳

による修繕工事等を実施する。 

【仕様 第12】 

4/4の巡回時に、塩ヶ森水辺

園地で擬木柵が倒されている

のを発見し、4/6に補修し復旧

設置した。 

Ａ 

公園の芝生、樹木等の維持管理のため、植栽管

理基準に準拠して必要な措置を行う。 

【仕様 第16】 

年初計画に基づき管理を実

施した。 

それ以外にも、危険木、風に

よる倒木、落葉、落枝などは、

発生の都度対応した。 

草刈、芝刈については、管理

回数に限らず利用者の安全と

美観を重視し管理を行った。 

Ａ 

記録等の整理・保

管 

指定管理期間中における業務の実施結果等に

ついて、管理日誌に記録する。 

【仕様 第４】 

管理日誌は、供用期間外も

含め通年作成し、電子回覧し

ている。 

Ａ 

自主事業、提案内

容の実施状況 

８月１日から 11 月９日までしずくいし観光協

会で実施しているレンタサイクルの貸出場所

として運用 

のべ 101 日間で５件８台の

実績があった。次年度も継続

する予定。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

 管理運営業務計画書及び仕様書に基づき、施設の維持管理を適切に行っている。 

利用者の安全と美観を重視して、植栽の管理を適切に行っている。 

 防犯対策等を適切に講じ、安全な利用環境の確保に努めている。 

イベントや広報を積極的、かつ、創意的に実施しており、利用者にとって魅力ある公園にするために多様な

面から努力を重ねている。 

・改善を要する点 

 利用者数が計画値を下回っていることから、引き続き、利用者の回復、増加に向けた取組を行っていく必要

がある。 

 地域と連携した移動手段の確保について引き続き検討すること。 

Ｂ 

 

 

 

 

(2) 運営体制等 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

職員の配置体制 業務に適した者を適時適切に配置

する。【仕様 第5】 

 

公園管理運営士、樹木医、遊具の

日常点検講習修了者などの有資格

者を配し、施設や植栽管理業務、来

園者や有料施設利用者への接客業

務を遂行した。   

Ａ 

統一した名札等を定め、従業者で

あることを明確にする。【仕様 第

5】 

統一性のあるユニフォームと御

所湖広域公園の職員であることが

わかる名札を着用し、業務に従事

した。 

Ａ 

苦情、要望対応体制 クレームの対応は、ISO9001 品質

マネジメントシステムの手順書に

基づき処理する。【申請 サービス

向上】 

クレームは、ISO9001QMSの手順

書に準じて処理した。 

Ａ 



- 8 - 

危機管理体制（事故、緊

急時の対応） 

人身事故が発生した場合には、事

故者の保護に努め、応急手当を行

うほか救急車の要請等適切な措置

を行う。【仕様 第23】 

4/27に、町場地区園地のピクニ

ック広場において、折り畳みテー

ブルが突風で飛んで、女性２名の

側頭部に当たる事故があった。 

関係者より連絡を受け、救急車

誘導などの措置を講じた。 

Ａ 

事故等の内容の如何に関わらず、

当事者又は目撃者等から事情を聴

取して原因の究明に努めるととも

に、改善が必要と認められる事項

については速やかに対応する。【仕

様 第23】 

事故通報や巡回時等に怪我、設

備の異常や破損を発見した場合に

は、原因の究明を行い、状況判断の

上、警備会社や救急や警察などと

も連携を取って対応しその結果を

県に速やかに報告した。 

Ａ 

 

コンプライアンスの取

組み、個人情報の取扱い 

管理運営業務に従事している者等

は、業務の実施に関し知りえた情

報を漏らし、又は他の目的のため

に使用してはならない。【協定 第

20条】 

主要な情報については、カギの

かかる書庫や事務所に保管するな

ど所長が厳正に管理している。 

公園職員から機密情報保護の誓

約書を得ている。 

Ａ 

管理運営業務に係る個人情報の取

扱については、「個人情報取扱特記

事項」を遵守する。【協定 第 21

条】 

基本協定書別記４「個人情報取

扱特記事項」及び KOIWAI・F 幹事

会社小岩井農牧株式会社が制定し

ている「個人情報保護方針」を遵守

して運営している。 

Ａ 

事故等の際、個人情報に関する事

項の聴取については、事故処理に

必要な範囲に限定するとともに、

情報の取扱については十分に注意

する。 

【仕様 第23】 

事故等の際、個人情報に関する

事項の聴取については、事故処理

に必要な事項に限定し、聴取した

情報の取り扱いについては関係職

員のみにとどめて十分に注意して

いる。 

特に、携帯電話の落とし物に関

しては、本人確認に細心の注意を

払っている。 

Ａ 

県、関係機関等との連携

体制 

県の指示に従い、相互に協調して

業務を円滑に遂行する。【仕様 第

3】 

県の指示に従い、相互に協調し

て業務を円滑に遂行した。 

Ａ 

繋温泉、鶯宿温泉との連携を強化

し、入浴等リフレッシュの場とし、

さらに、自然林を利活用した木製

品の作出体験、林業体験等、公園

の活用を通じ満足を与える【申請 

地域連携】 

各団体等との意見交換を行い、

互いの案内パンフレット等の掲示

や配架、イベント情報の共有を図

った。 

主な連携事業は、御所湖まつり、

駅からハイキング、レンタサイク

ル、サイクリングツアー、テニス大

会、自然観察会、木工クラフト体

験、乗り物広場でのグラウンドゴ

ルフ大会等であった。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

業務内容を十分に理解した職員を配置し、適切に管理運営を行っている。  

 事故が発生した際には救急要請を行った上で適切な措置を講じており、危機管理体制が適切に機能してい

る。 

・改善を要する点 

 特になし。 

Ａ 
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(3) サービスの質 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

運営業務 御所湖広域公園協力会を核にして地

域団体との連携を強化・促進し、地

域と一体となった公園の活性化を図

ります。協力会では、公園利用状況、

公園の改善・要望等公園運営活動全

般に亘る課題を話し合い、それらの

課題を、公園設置者である県（盛岡

広域振興局土木部・都市計画課）へ

の情報提供、提案等を行い、利用者

の増加・利便性向上を目指します。

公園協力会を充実させ、公園に対す

る要望を聞くと同時に、各団体が企

画するイベントの依頼等を積極的に

協力・協働して公園の利活用に活か

していきます。また、公園管理者か

らもイベント開催の打診をしていき

ます。 

【申請 地域連携】 

・御所小学校：自然観察会、ふるさ

と遠足、生活科見学などに協力 

・雫石小学校：４年生児童の公園に

関する質問への回答協力 

・盛岡つなぎ温泉観光協会：御所湖

まつりの臨時駐車場の協力（つなぎ

スイミングセンター跡地） 

・御所湖の清流を守る会：御所湖統

一清掃参加 

・町場園地協力隊：町場地区園地及

び矢櫃地区水辺園地の植栽管理、園

地整備 

・御所保育園：ファミリーランド

入口の花植え、お散歩（園外保育

活動） 

・御所ダム管理事務所：御所ダムだ

よりへの情報提供、眺望確保のため

の樹木の伐採、下刈り、ごみ不法投

棄等の情報交換 

・しずくいし観光協会：「駅からハ

イキング」（雫石駅～野菊公園～町

場地区園地）「サイクリングツア

ー」「レンタサイクル事業」への協

力 

Ａ 

利用者サービス 公園スタッフのサービスレベルの向

上を目指し、来園者への声かけやコ

ミュニケーションを図り、来園者か

ら気軽に声を掛けられることができ

るように、統一性のあるユニフォー

ムを着用し、スタッフ自らが来園者

を迎える気持ちを心掛けるようにし

ます。 

【申請 サービス向上】 

・毎日朝礼時に、予約状況や周辺の

イベント情報などについて職員へ

の情報共有を図るとともに接客用

語の唱和を実施し、利用者とコミュ

ニケーションを積極的にとるよう

に意識付けを行った。 

Ａ 

ＳＮＳの活用 

ＳNＳ（Ｘ：旧Twitter、Facebook、

インスタグラム）で定期的に季節の

景観や植物などの情報、公園内の話

題や魅力を発信し、利用者を増加さ

せると共に公園をより理解してもら

う取り組みをしていきます。 

【申請 利用促進】 

令和７年度はのべ237件、ＳＮＳ

（Ⅹ、Instagram、threads）を活用

し、イベント情報、御所湖の風景、

公園の風景、水鳥の飛来状況、花の

開花情報等の情報発信を行った。 

Ａ 
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利用者アンケート等 来園者ニーズを把握するため、ファ

ミリーランド管理棟・乗り物広場（公

園管理事務所）・町場地区園地管理棟

など主要園地の他、中心地区、繋大

橋南園地などにそれぞれの園地に応

じた内容のアンケート用紙を配置し

て、施設の利用利便性・要望等の意

見を調査します。 

公園有料施設利用者、自然観察会等

のイベント参加者からのアンケート

調査を実施し、感想、改善点など参

加者の意見を聴取し、次のステップ

に結びつけていきます。 

【申請 サービス向上】 

乗り物広場（新トイレ）、ファミ

リーランド（管理棟）、さくら園（曲

り家）、繋大橋南園地（トイレ）、わ

んぱく広場（Ａトイレ）、野菊公園

（休憩舎ホール）、御所大橋運動場

（管理棟）、矢櫃地区水辺園地（第

２駐車場）、町場地区園地（センタ

ーハウス）にアンケートＢＯＸを設

置して調査を行った。 

今年度は、ＷＥＢアンケートも同

時に実施した。各園地の情報掲示板

にＱＲコードを表示し回答を受け

付けた。   

苦情・要望・肯定意見などに分類

して対応し、施設の運営改善に生か

している。 

併せて、イベント参加者へのアン

ケートを実施し、新たなイベントの

企画立案などに生かした。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

 地元の保育園や小学校、団体との連携強化による公園の利用促進に取り組んでいる。 

ＳＮＳによる積極的な広報活動や、利用者との積極的なコミュニケーション、利用者アンケー

トの内容を生かした新たなイベントの企画立案など、利用者の増加に向けて積極的に取り組んで

いる。 

・改善を要する点 

 特になし。 

Ａ 

 

 

 

(4) サービス提供の安定性、継続性 

項 目 事業計画、県が求める水準 実績（指定管理者の自己評価） 
評価 

指標 

事業収支 有料公園施設からの収入及び管理

代行料等をもって運営すること。 

【募集要項 第１の６】 

有料公園収入及び管理代行料を

もって公園業務が収支均衡する運

営を目指し、経費削減等努力して

いる。    

Ａ 

指定管理者の経営状況 経営基盤が安定しており、事業計

画書に沿った管理を行う能力を有

していること。【募集要項 審査内

容】 

事業計画に沿った管理を行うに

当たり、KOIWAI・Fの構成団体小岩

井農牧株式会社が安定した経営基

盤を持っている。 

Ａ 

（施設所管課評価） 

・成果のあった点 

 指定管理料、利用料金等の収入の範囲内で、安定的に管理運営を行っている。 

・改善を要する点 

 特になし。 

Ａ 

 

 

 

※（注１）県記載欄：「事業計画・県が求める水準」、「評価指標」「施設所管課評価」 

指定管理者記載欄：「実績（自己評価）」 

（注２）評価指標 

Ａ：協定書、提案書等の内容について高レベルで実施され、また、計画を上回る実績（効果）があり、優れた管理が

なされている。 

Ｂ：概ね協定書、提案書等の内容どおり実施され、計画どおりの実績（効果）があり、適切な管理が行われている。 

Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み、または改善される見込みである。 

Ｄ：協定書等の内容に対し、不適切な事項が認められ、改善を要する。 
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８ 指定開始年度から評価年度までの総合評価 

(1) 指定管理者の自己評価 

① 成果があった取組、積極的に取り組んだ事項 

 《利用・活用満足》 

町場地区園地のセンターハウス内休憩室の一角に「木のひろば」整備した。岩手県産スギのタイルのフローリ

ングで、ブロック、列車、積み木、パズル、おままごとセットなどの木育玩具を設置した。 

 また、授乳スペースが整備されたこともあり、多くの親子連れが遊びに訪れ、令和７年度の休憩室の利用件数

及び利用者数は、令和５～６年度実績を超えた。 

 

《地域連携》 

小岩井農場、盛岡つなぎ温泉、鶯宿温泉、御所ダム、雫石あねっこ、手作り村など周辺施設との連携を強化し、

点としてではなく面として利用客を迎え入れる体制づくりを意識して管理を行った。 

周辺の宿泊施設の営業休止や経営者の変更などでやや元気がなかったが、毎月、周辺施設を回って御所湖随

想やパンフレットを渡しながら情報収集やコミュニケーションを図った。 

今後も公園だけでなく周辺地域を活性化するような施策を続けていきたい。 

② 現在、苦慮している事項、今後、改善・工夫したい事項、積極的に取り組みたい事項 

・令和７年度は全国的にクマの目撃情報が多かったことから、県と協議し事故防止のため11月の供用時間を短

縮（11月１日から町場地区園地とファミリーランドの閉園時刻を16：30に短縮。なお、例年は11月15日から

短縮している。）また、さくら園曲り家の供用最終日を11月30日から11月３日に前倒しした。 

害獣の侵入対策は、安全な環境づくりを進めるべく、三大園地を重点的に行い、町場地区園地と乗り物広場で

既存柵周辺の草刈りと柵下部へネットの設置などを実施した。 

町場地区園地は、侵入防止策の効果がみられ、令和７年度は公園内でのクマ・イノシシの目撃や被害はなかっ

た。 

乗り物広場での効果の確認は今後行っていくが、令和８年度はファミリーランドの既存柵にもネットを設置

してイノシシ等の侵入防止対策をしていきたい。 

なお、乗り物広場やファミリーランドには侵入防止柵がない場所があるため、新たに侵入防止柵を設置する

ことを県と協議していきたいと考えている。 

 

・公園内の眺望の維持、安全性の向上のため、倒木、枯木、枯枝などについて重点的に巡回を行い、都度対応す

るよう努めた。 

道路や民地沿いの危険木や眺望を妨げる木々については、生長し変化していくことを踏まえ、県と協議の上、

計画的な伐採を継続して推進していきたい。 

 

・漏水などの異常がないか確認するため、毎日の巡回時に各園地の水道メーターをチェックしている。中心地区

や乗り物広場において、場所が特定できない漏水があり、地下埋設管の老朽化等が疑われる。 

 

・各園地のオストメイトは、寒冷地仕様ではないため、冬期間閉鎖する施設には不向きと思われる（閉園時に構

造的に完全な水抜きがでないため、凍結破損しやすい）。 

現在は冬期通電して管理しているため、コストが心配である。 

 

・南園地トイレのトイレシステムが 26 年目を迎え、部品交換の時期を迎えていることが判明。３月に 11 箇所

中、４箇所の部品交換で約40万円の修繕費が発生した。まだ３箇所の部品が未交換となっており、他の部品も

経年劣化がみられることから今後も修繕費の発生が予想される。 

使用頻度の高いトイレであることから、作動状況確認を行いつつ計画的な部品交換の実施等を検討する。 

 

・電気関係の老朽化が心配である。中心地区の漏電や、ファミリーランドの取水ポンプ関連（ポンプは更新済）、

外灯の水銀灯からLEDへの転換などの対策が必要となってきている。 

引き続き、県との協議の上対応していきたい。 

 

・公園内の遊具に、経年劣化や金属製遊具の腐食・摩耗等がみられる。 

県と対応を協議していきたい。 
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・町場地区園地の芝生地や花畑等全域の水位が高く、湿地状態にあり、広場でも直接芝生地に座ると濡れてしま

う状況にある。排水設備等は機能しているようではあるが、十分とはいえず、利用者の快適性や樹木の生育、花

畑の開花に悪影響を及ぼしており改善が必要である。 

 

・御所大橋運動場の野球場のグラウンドコンディションの改善が必要。水捌けが悪く雨の翌日には水がたまり

利用できないため、改善策（土壌改良、排水改良、草の根株除去等）を検討し、県と協議して管理を継続してい

きたい。 

 

・尾入野湿生植物園の植物の生育状況が悪くなってきている。取水口の破損などにより取水できない期間があ

り、経年によるヨシなどの繁茂をあまり抑制できていないことが原因と思われる。 

今後、改善策（ヨシの除去、滞水管理、湿生植物の植替え等）を県と相談しながら検討していきたい。 

 

・公共交通機関である岩手県交通の路線バスがつなぎ温泉までしか来ておらず、町場地区園地、ファミリーラン

ド、乗り物広場等の三大園地への交通手段は自家用車のみとなっている。 

移動手段の確保について、周辺施設や県と連携して検討していくことが必要。 

また、レンタサイクルの貸出（自主事業）を継続し、公園内拠点間の交通手段のひとつとしていく。 

③ 県に対する要望、意見等 

賃金スライド制の導入について感謝するとともに、より一層無駄を省き効率化を促進したい。 

物価が上昇して光熱費、消耗品費、委託管理も上昇傾向にあることから、経費面を精査して外部との契約内容

を見直し、県と協議して収支均衡できるように調整していきたい。 

 

除園地で、給水・排水設備について問題があり、施設の老朽化や土日に偏る利用状況などから水質の安定管理

が難しく、令和３年４月以降、水質検査において「ヒ素及びその化合物」が飲用基準（0.01ｍｇ/ℓ 以下）を満

たさないことから、県と協議し水道の利用をトイレと手洗いに限定し、飲用を制限している(盛岡市立つなぎ多

目的運動場では飲料水を運搬し利用者へ提供しているとのこと)。 

来年４月から水質検査項目が追加され負担も増えることから、１月28日に県央保健所へ学校事業所等水道現

況届を提出し、令和８年度から水質検査の頻度を年３回から１回に減らした。 

今後年１回の水質検査においてヒ素が検出されず飲用としての利用を再開する場合には、届出を提出し、学

校事業所等水道条令で定める水質検査を行うこととなった。 

この地区は、艇庫や盛岡市立つなぎ多目的運動場などの周辺施設と一体で管理することで利用者の利便性が

高まると思われることから、県と盛岡市で水質の改善又は上下水道の整備についての調整を引き続きお願いし

たい。 

 

(2) 県による評価等 

① 指定管理者の運営状況について 

・管理運営業務計画書及び仕様書に基づき、公園施設の維持管理を適切に行っている。 

・防犯対策等を適切に講じ、安全な利用環境の確保に努めている。 

・業務内容を十分に理解した職員を配置しているほか、事故発生の際には救急要請を行った上で適切な措置

を講じるなど、危機管理体制が適切に機能している。 

・地元の保育園や小学校、団体と連携して様々な取組を展開しており、公園の利用促進に向けた協力体制の構

築、強化に取り組んでいる。 

・利用者数の増加に向け、引き続き取組を行っていく必要がある。また、地域と連携した移動手段の確保につ

いて併せて検討する必要がある。 

・積極的な広報活動の実施等、利用者の増加に向けた取組を実施している。 

・安全の確保及び景観の改善のために伐採を行う等、利用者目線に立って課題意識を持ち各種取組を行って

いる。 

・今後も、魅力的な自主事業等を行い、公園の利用促進に取り組んでいただきたい。 

② 県の対応状況について（自己評価） 

・公園施設の利用促進に向けて、指定管理者制度導入以降、毎年、外部有識者をメンバーとする県立都市公園

利活用等推進有識者会議を開催してきた。令和７年度においても、管理運営状況の検証を行い、さまざまな

助言や提言をいただき、他の県立都市公園の指定管理者と情報を共有した。 

・物価高騰対策として指定管理料を増額するなど、指定管理者による適切な公園管理を支援した。 
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 ・公園施設の老朽化対策としては、岩手県公園施設長寿命化計画により、計画的な施設更新と必要な設備改善

を実施していく。 

③ 次期指定管理者選定時における検討課題等 

 ・良好な施設管理と安定的な施設運営を行うこと。 

 

９ 改善状況等 

改善を要すると評価された項目（Ｃ、Ｄ評価の項目について） 

 

 

 

改善状況 

（指定管理者から県への報告年月日： 年 月 日） 

 

 

 

改善状況の確認 

（再評価年月日  年  月  日） 

 

 

 

 

 


